
【参考資料】 

平成31年第１回奥州市議会定例会 

条例追加議案 新旧対照表 

 

議案第42号 奥州市職員定数条例及び上下水道部を設置するための関係条例の整備に関する条例の一部改正について 

 奥州市職員定数条例 

 上下水道部を設置するための関係条例の整備に関する条例 

 



奥州市職員定数条例新旧対照表 

改  正  後 現     行 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。 

区分 定数（人） 

略 略 

議会の事務部局 ６ 

略 略 

 

 

 

 

 

 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。 

区分 定数（人） 

略 略 

議会の事務部局 ５ 

略 略 

 

 

 

 



上下水道部を設置するための関係条例の整備に関する条例新旧対照表 

改  正  後 現     行 

 （奥州市職員定数条例の一部改正） 

第２条 奥州市職員定数条例（平成18年奥州市条例第28号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「水道部」を「上下水道部」に改める。 

第２条の表中「629」を「608」に、「水道部」を「上下水道部」に、「28」を「48」に改める。 

 

 

 

 

 

 

（奥州市職員定数条例の一部改正） 

第２条 奥州市職員定数条例（平成18年奥州市条例第28号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「水道部」を「上下水道部」に改める。 

第２条の表中「629」を「609」に、「水道部」を「上下水道部」に、「28」を「48」に改める。 

 

 

 

 


